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町では、保護者がお仕事等により児童を日中保育できない家庭を対象として、

児童の健全育成を図る「放課後児童クラブ」を開設しています。

ご利用にあたっては、事前に登録が必要となります。詳しくは、下記へお問い

合わせください。

40名利用定員

小学校１年生から小学校３年生まで

※利用を希望する児童が定員に満たないときは、小学校４年生から６年生までを対象児童に

含めます。

対象児童

小平地区……文化交流センター内

鬼鹿地区……鬼鹿公民館内
場 所

・・平日（月～金曜日）……………………………児童の下校時～17時30分

・・第３土曜日（社会教育事業実施日のみ）……８時30分～12時30分

・・学校休業日（長期・振替等）…………………８時30分～17時30分

※土・日曜日、祝日、年末年始（12月30日～１月５日）、お盆（８月13日～15日）、

各地域祭典（本祭）はお休みします。

開設時間

月額3，000円（住民税非課税世帯1，500円、生活保護世帯の方は免除）

※月の利用が15日未満の場合は日割り計算となります。
負 担 金

住宅用火災警報器設置率全国平均77．5％、北海道平均78．8％（平成24年６月１日現在）に対し、

小平町平均８０．４％ （平成２５年１月１日現在）

平成23年９月１日から１．５％増加

＊今後とも、住宅用火災警報器の普及促進にご理解・ご協力をお願いします＊

留萌消防組合消防署小平支署 緯56－2221

留萌消防組合消防署鬼鹿支署 緯57－1253
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◎申し込み・問い合わせ先 保健福祉課福祉係（内線273）


